
人材開発支援助成金（旧 建設労働者確保育成助成金）制度について  

助成金を利用出来る方は、 

①受講生が雇用保険の被保険者（雇用保険料率が１０００分の１２） 

②建設業法に定める建設業である事 

③受講料を会社負担で支払う事 

助成金は、 

受講料等の経費や、受講当日の賃金の一部を助成する制度です。 

詳しい助成内容、また受給資格の有無については、労働局・ハローワークへお問い合わせください。 

 

申し込み方法 
 

① 別添申込書に必要事項を記入の上、写真（裏に氏名記入）と運転免許証のコピー、そして免除に 

該当する資格証等をお持ちの場合は、その写し（記載あれば裏面も）を添付欄に貼り付けてください｡

運転免許証をお持ちでない方は、住所とご本人さま確認のとれる公的書類をお願い致します。 
 

運転免許証の裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも添付欄に貼り付けてください。 

運転免許証と、氏名や現住所の表記が異なる場合は、住民票の写しを添付してください。 

※  住民票は６ヶ月以内交付で個人番号（マイナンバー）のないもの。記載があるとお預かりできません。 
 

②  申し込みは、申込書類を当教習センターに直接提出、または郵送かＦＡＸ送付(仮受付)での受付です。 

申込書が届き次第の先着順のため、電話のみの予約は不可です。 
 

ＦＡＸでの申し込みは、講習の５営業日の前までに、必ず申込書・運転免許証のコピー、免除資格の

証明等の書類を送信して下さい。（コンビニにあるＦＡＸでも送信可能です） 

申込書の原本（写真・運転免許証等のコピー貼付け）は受講日当日にご持参されるか、受講前日まで

の到着でご郵送下さい。当日、運転免許証・資格証明書等は、原本確認しますのでお持ちください。 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

③ 申し込み締切は、講習日の５営業日の前までとしますが、 

定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

 申込書が届き次第の先着順です。振込み前にお申し込みください。 
 

④ 講習料は、講習の開催決定後に送付する『受講申込確認書の 到着後
．．．

 』 

から、講習日の５営業日の前までに振込みでお支払いください。 
 

振込先 （※ＡＴＭやネット銀行、または振込用紙をご利用ください。） 
 

○山口銀行 小羽山
オバヤマ

出張所 

山口県管工事協同組合連合会 建機教習センター 普通 ６１２８２３２ 
 
 

 

⑤ 講習の開催決定後に、ＦＡＸまたはハガキで講習案内の受講申込確認書を送付します。 

（ ※ 講習の約２週間前に送付予定ですが、講習１週間前に確認書が不着の場合はご連絡ください。） 

講習初日は、学科講習です。筆記用具等をご持参ください。 

実技講習の際は、ヘルメット・作業着・作業靴（安全靴又は運動靴）で受講してください。 

ヘルメットのない方は、教習センターで用意します。 
 

 

 

 

 

 

郵送 または 持参 

免許証コピーを貼り付ける 

振込手数料はご負担願います。 

一旦お振込みされますと、ご受講を 

キャンセルされても返金できません。 

ただし、別の講習日に振替受講できます。

(有効期間は2 カ月以内とします) 



 

講習会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 佐川急便と㈱ヤナギヤの間に宇部建設協同組合があるので、 
 

お間違いのないようお気を付けください。 
 

 

 

 

 

 徳山方面からこられる方は、 

山口南ＩＣより国道2 号線を経て瓜生野交差点より国道490 号線にはいってください。 

水色の瀬戸原中小企業団地の大きな看板で左折してください。 

 下関方面からこられる方は、 

宇部ＩＣを降りて、秋吉方面に向かってください。佐川急便を過ぎて 

右手の建機教習センターの看板を目印に右折してください。 

高速道路を利用される方は 


